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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部、前記頭部から延びる毛、柄部、および前記頭部と前記柄部との間の頸部を有する
歯ブラシのための歯ブラシホルダー（１００）であって、
　前記歯ブラシホルダー（１００）が：
　互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材（２０２）を有するクリップ（２０
０）であって、前記把持部材は、前記頭部の挿入によって分離されるように、対向するロ
ーラ（２０６）を備える端部（２０４）を有し、前記頭部は、前記ローラ（２０６）が前
記頸部を保持できるまで前記ローラ（２０６）の上を摺動できる、クリップ（２００）と
、
　前記歯ブラシが前記クリップ（２００）によって保持されるときに前記毛を保護するよ
うに適合されたカバー本体（１１０）と、
を備え、
　前記ローラ（２０６）それぞれが、その側部により前記歯ブラシの前記頭部に回転係合
するように構成されており、かつ
　前記ローラ（２０６）それぞれが、前記歯ブラシの前記頭部を前記把持部材（２０２）
間で導くために、前記ローラの回転軸周りに全周に亘ってくびれた形状を有することによ
って、前記歯ブラシの前記頭部に対する凹面状の窪みを呈する、歯ブラシホルダー（１０
０）。
【請求項２】
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　前記ローラのうちの少なくとも一つは、前記ローラ（２０６）と前記歯ブラシとの間の
回転係合を提供する、対応する旋回軸の周りで回転するように構成され、
　両方の前記ローラ（２０６）は、前記歯ブラシの前記頸部が前記クリップ（２００）内
で解除可能に把持されるようにチャネル状ガイド（２０８）を形成することを特徴とする
請求項１に記載の歯ブラシホルダー（１００）。
【請求項３】
　前記ローラ（２０６）それぞれは周辺切欠き（２１２）を有し、前記周辺切欠き（２１
２）の対は、前記凹面状の窪みを前記歯ブラシの前記頭部に対して提供し、前記把持部材
（２０２）間の前記チャネル状ガイド（２０８）の中に導くことを特徴とする請求項２に
記載の歯ブラシホルダー（１００）。
【請求項４】
　前記把持部材（２０２）の少なくとも１つは、対応する前記対向する把持部材（２０２
）に対して把持力を提供する弾性材料を含む；または、
　前記ローラ（２０６）の少なくとも１つは、対応する前記ローラ（２０６）に対して前
記把持力を提供する弾性材料を含む
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の歯ブラシホルダー（１００）。
【請求項５】
　少なくとも１つのタブ（２１０）であって、前記タブ（２１０）に係合することによっ
て前記頭部の挿入を阻止するように、前記把持部材（２０２）の前記端部（２０４）の一
部から延在する、前記少なくとも１つのタブ（２１０）をさらに備え、好ましくは、前記
タブ（２１０）は前記毛の長さより長い予め決められた長さを延びるように構成され、前
記頭部は前記クリップ（２００）の中へ前記タブ（２１０）の側部まで挿入することがで
きることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の歯ブラシホルダー（１００）
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯ブラシ筐体に関し、より詳細には歯ブラシの衛生的な保管のための整然と
した歯ブラシホルダー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　整然とした衛生的な歯ブラシ筐体を提供する必要性が高まっている。歯ブラシ筐体の１
つのタイプは、歯ブラシ筐体を壁に取り付けることにより整然とさせる。この点に関して
、従来の歯ブラシを保管するために多くの試みがなされてきた。
【０００３】
　国際公開第１９９８／３５５８５Ａ１号公報は、概して３つの部分、すなわちラックを
壁に取り付けるための背板、歯ブラシ頭部を側部から係合するためのホルダー、および筐
体を提供するための外郭を有する、歯ブラシラックを開示している。歯ブラシは、ホルダ
ーの指部の間で３点を保持することよりラック内に固定され、背板上に置くことにより回
転を防ぐ。残念ながら、歯ブラシに接触する背板を洗浄のために容易に取り外すことがで
きないので、このようなラックは所望するほど衛生的ではない。また軟質材料を組み込む
より最近の歯ブラシの設計は、歯ブラシを取り外すために分解を必要とするラックに差し
込まれる傾向がある。
【０００４】
　米国特許第４，３９６，２３８号は、２つの部分の筐体を開示している。箱は、壁に装
着するための背板、側部パネル、および歯ブラシの柄を挿入する底部開口を含む。楔形状
の蓋は、その重心により蓋が箱の上に載るように側壁にヒンジで連結される。残念ながら
、歯ブラシの柄を上部から底部開口を通って供給するためには巧妙性を高める必要がある
。すべての歯ブラシの柄を単一の底部開口設計によって収納することはできない。上記の
ように、歯ブラシは箱に支持され、箱は洗浄のために壁から容易に取り外すことができず
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、したがって決して衛生的な解決をもたらさない。
【０００５】
　米国特許第５，３３２，１０７号は、背壁、側壁および上壁を有するスナップキャップ
筐体、底部スロットならびにヒンジドアを開示している。歯ブラシ頸部はスロット内に係
合される。スナップキャップ筐体全体は壁に取り付けられた板から取り外し可能である一
方で、歯ブラシ頭部は非常に頻繁にその洗浄が必要なスナップキャップ筐体の内側に自由
に接触することができる。またスナップ行為の反復により部品を非常に急速に摩耗させる
傾向があり、この提案を実現不可能にさせる。
【０００６】
　米国特許第３，９７７，７４３号は、壁ブラケットに埋め込まれた単一の成型品から作
成された上記のスナップキャップと同様の筐体を開示している。筐体は背壁およびスロッ
トのある底壁を備えた背部、上壁、正面壁、側壁および部分底壁を有するカバー部、なら
びに背部およびカバー部を一体化するヒンジを有する。スロットは歯ブラシ頸部で歯ブラ
シを保持するように形状され、部分底壁はスロットに挿入された歯ブラシに当たる。筐体
は充分に大きく作成されるので歯ブラシ頭部が上壁、側壁、背壁および正面壁に接触する
のを防ぐことができる一方で、歯ブラシの毛は部分底壁上に置かれるので頻繁に洗浄する
必要がある。その上、形状されたスロットには歯ブラシの形状との一致に限界がある。
【０００７】
　英国特許第１，０６１，０９２号および欧州特許第９０１０３６５７号は、歯ブラシを
その中に保持するための手段として、歯ブラシの弾性の毛に直接係合するように構成され
た歯ブラシ筐体を開示している。残念ながら、このような筐体は使用する毎に洗浄を必要
とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第１９９８／３５５８５号公報
【特許文献２】米国特許第４３９６２３８号明細書
【特許文献３】米国特許第５３３２１０７号明細書
【特許文献４】米国特許第３９７７７４３号明細書
【特許文献５】英国特許第１０６１０９２号明細書
【特許文献６】欧州特許第９０１０３６５７号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　先行技術における上記の欠点は、機能部分として、背板、弾性クランプおよび正面カバ
ーを含む３つの部分の歯ブラシホルダー装置を利用することによって対処される。背板お
よび正面カバーはハウジングを形成する一方で、背板、クランプおよび正面カバーは歯ブ
ラシ筐体を提供する。クランプ部は概ね逆Ｕ字形を有し、好ましくはばね特性を与える弾
性材料から作成される。クランプは、クランプ全体が保持具として作用するために、２つ
の把持アームを互いに向かわせるように形状される。好ましくは、把持アームの先端にお
ける２つのローラは、クランプが固定位置から外れた状態に離間されると、クランプに挿
入された歯ブラシ頭部を係合する。歯ブラシが挿入された状態で、ローラは歯ブラシを速
やかに定位置に保持するために、歯ブラシの頸部に圧力をかける。ローラの回転係合作用
により、ゴム側部に一致する頭部を有する歯ブラシを歯ブラシ筐体内に保持でき、歯ブラ
シホルダーに対して歯ブラシの非常に多い流体運動が可能になる。小型のタブをクランプ
に組み込むことができ、これを背板と組み合わせて歯ブラシが筐体の中に挿入された際に
歯ブラシを単一配向に限定する。
【００１０】
　提案された解決の一部の実施形態によれば、頭部、頭部から延びる歯ブラシの毛、柄部
、および頭部と柄部との間の頸部を有する歯ブラシのための歯ブラシホルダーが提供され
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、該ホルダーは、互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材を有するクランプで
あって、該把持部材は、頭部の挿入によって分離されるように、対向するローラを備える
端部を有し、頭部はローラが頸部を保持できるまで該ローラの上を摺動できる、クランプ
と、歯ブラシがクランプによって保持されるときに歯ブラシの毛を保護するように適合さ
れたカバー本体と、を備える。
【００１１】
　提案された解決の他の実施形態によれば、頭部、頭部から延在する歯ブラシの毛、柄部
、および頭部と柄部との間の頸部を有する歯ブラシのための歯ブラシホルダーが提供され
、該ホルダーは、互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材を有するクランプで
あって、該把持部材は、対向する切欠きが頸部を保持するまで、頭部の挿入によって分離
されるとともに、クランプ内に摺動するように頭部を誘導するように互いから広がる該切
欠きを備える端部を有するクランプと、歯ブラシがクランプによって保持されるときに歯
ブラシの毛を保護するように適合されたカバー本体と、を備える。
【００１２】
　提案された解決のさらなる実施形態によれば、頭部、頭部から延びる歯ブラシの毛、柄
部、および頭部と柄部との間の頸部を有する歯ブラシのための歯ブラシホルダーが提供さ
れ、該ホルダーは、互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材を有するクランプ
であって、該把持部分は、クランプが頸部を保持できるまで頭部の挿入によって分離され
るように、互いから広がる対向する切欠きを備える端部を有する、クランプと、少なくと
も１つのタブを係合することにより頭部の挿入を阻止するように、該把持部材の少なくと
も１つの該端部の一部から延在する該タブであって、頭部をクランプの中から該タブの側
部に挿入することができる、少なくとも１つのタブと、歯ブラシがクランプによって保持
されるときに歯ブラシの毛を保護するように適合されたカバー本体と、を備える。
【００１３】
　提案された解決のさらなる実施形態によれば、頭部、頭部から延びる歯ブラシの毛、柄
部、および頭部と柄部との間の頸部を有する歯ブラシのための歯ブラシホルダーが提供さ
れ、該ホルダーは、互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材を有するクランプ
であって、クランプが頸部を保持できるまで、頭部の挿入によって分離されるように互い
に広がる対向する端部と、頭部がクランプの中から肩部の１側部に挿入されるまで、該肩
部を係合することにより頭部の挿入を阻止するように、該把持部材の該端部の一部から延
在する該肩部と、を含むクランプと、歯ブラシがクランプによって保持されるときに歯ブ
ラシの毛を保護するように適合されたカバー本体と、を備える。
【００１４】
　提案された解決のなお他の実施形態によれば、頭部、頭部から延びる歯ブラシの毛、柄
部、および頭部と柄部との間の頸部を有する歯ブラシのための歯ブラシホルダーが提供さ
れ、該ホルダーは、互いに向かって付勢される２つの対向する把持部材を有するクランプ
であって、クランプが頸部を保持できるまで頭部の挿入によって分離されるように適合さ
れた端部を有するクランプと、歯ブラシがクランプによって保持されるときに歯ブラシの
毛を保護するように適合されたカバー本体とを備え、クランプは筐体のために側部を提供
する一方で、カバー本体は歯ブラシ頭部および歯ブラシの毛のために該筐体の正面および
背面を提供する。
【００１５】
　提案された解決の一態様によれば、歯ブラシホルダー・ハウジングを壁に取り付けるた
めの背板と、背板を係合するように構成され、２つの対向するアームの間に把持力を提供
するようにさらに構成されたクランプであって、該アームはそれぞれ対応する先端を有し
、該クランプアームは実質的にアーム先端に装着されたローラを有し、該ローラは頭部お
よび頸部を有する歯ブラシを該歯ブラシ頭部の側部によって回転係合するように構成され
、該歯ブラシが該クランプの把持部から重力に逆らって滑らないようにさらに構成される
、クランプと、実質的な防滴ハウジングを形成する該背板と嵌合するように構成されたカ
バーであって、該ハウジングは、それを通って該歯ブラシ頭部が挿入され、該クランプの
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該把持力から引き抜かれる底部歯ブラシ挿入開口を有する、カバーと、を備える歯ブラシ
ホルダー装置が提供される。
【００１６】
　提案された解決の別の態様によれば、歯ブラシ頭部の汚染を防ぐための歯ブラシクラン
プが提供され、該クランプは、該歯ブラシをクリップ内に重力の垂直抗力に抵抗して保持
する２つの対向する把持部材の間に把持力を提供するように構成されたクリップを備え、
各把持部材は、歯ブラシ頭部をその側部によりスリップ係合するように位置付けられ構成
された切欠きであって、両方の切欠きは、該歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少なくと
も１つがクランプ内で把持されるようにチャネル状ガイドを形成する、切欠きと、両方の
タブがその間に切込みを形成するように、該チャネル状ガイドに実質的に垂直に延在する
タブであって、該タブは対応するタブ面の間でクランプ内に該歯ブラシが挿入されるのを
防ぐように構成された該タブ面を有する、タブと、を有する。
【００１７】
　提案された解決のさらなる態様によれば、歯ブラシ頭部の汚染を防ぐための歯ブラシク
ランプが提供され、該クランプは、該歯ブラシをクリップ内に重力の垂直抗力に抵抗して
保持する２つの対向する把持部材の間に把持力を提供するように構成されたクリップを備
え、各把持部材は、歯ブラシ頭部をその側部によってスリップ係合するように位置付けら
れ構成されたローラであって、両方のローラは、該歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少
なくとも１つがクリップ内で把持されるようにチャネル状ガイドを形成する、ローラと、
両方のタブがその間に切込みを形成するように、該チャネル状ガイドに実質的に垂直に延
在するタブであって、該タブは対応するタブ面の間でクランプ内に該歯ブラシが挿入され
るのを防ぐように構成された該タブ面を有する、タブと、を有する。
【００１８】
　提案された解決のさらなる態様によれば、歯ブラシ頭部の汚染を防ぐための歯ブラシク
ランプが提供され、該クランプは、該歯ブラシをクリップ内に重力の垂直抗力に抵抗して
保持する２つの対向する把持部材の間に把持力を提供するように構成されたクリップを備
え、各把持部材は、歯ブラシ頭部をその側部によってスリップ係合するように位置付けら
れ構成された遠位端であって、両方の遠位端は、該歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少
なくとも１つがその間に把持されるように制限通路を形成する、遠位端と、その間に実質
的に平行に切込みを形成して延在する肩部であって、該肩部は該肩部の間でクリップ内に
該歯ブラシ頭部が挿入されるのを防ぐように構成される、肩部と、を有する。
【００１９】
　提案された解決のさらなる態様によれば、歯ブラシホルダーが提供され、該ホルダーは
、実質的に垂直な面に固定して取り付けられるように構成された背板と、該背板に取り付
けるように構成されたクリップと、を備え、該クリップは該歯ブラシをクリップ内に重力
の垂直抗力に抵抗して保持する、少なくとも２つの把持部材の間に把持力を提供し、該ク
リップ把持部材は、歯ブラシ頭部をその側部によって解放可能に係合するように構成され
た制限要素を形成し、該制限要素は歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少なくとも１つを
その中に把持するように構成され、該クリップは、該歯ブラシを予め選択された配向に限
定するように構成された歯ブラシ配向ガイドを有する。
【００２０】
　提案された解決のさらなる態様によれば、歯ブラシホルダー筐体が提供され、該筐体は
、実質的に垂直な面に固定して取り付けられるように構成された背板と、該背板に取り付
けるように構成されたクリップであって、該クリップは該歯ブラシをクリップ内に重力の
垂直抗力に抵抗して保持する、少なくとも２つの把持部材の間に把持力を提供し、該クリ
ップ把持部材は、歯ブラシ頭部をその側部によって解放可能に係合するように構成された
制限要素を形成し、該制限要素は歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少なくとも１つをそ
の中に把持するように構成され、該クリップは、該歯ブラシを予め選択された配向に限定
するように構成された歯ブラシ配向ガイドを有する、クリップと、少なくとも該歯ブラシ
頭部のための防滴筐体を形成する該背板と嵌合するように構成されたカバーであって、該
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筐体は、それを通って該歯ブラシ頭部が挿入され、該クリップの該把持力から引き抜かれ
る底部開口を有する、カバーと、を備える。
【００２１】
　提案された解決のなお別の態様によれば、その間で２つの配向の選択された配向に歯ブ
ラシを把持するために、二重ローラを有する把持部材を含む歯ブラシホルダークリップが
提供される。
【００２２】
　本発明を限定するものではないが、提案された解決の一部の実施形態によれば、歯ブラ
シホルダー装置内に歯ブラシを保持するための上述された係合特徴は、例えばローラを有
する歯ブラシホルダークリップとゴム引きされた歯ブラシ頭部の側部を有する歯ブラシと
間に改良された保持力から由来する相乗的利点を提供する。
【００２３】
　本発明は、添付図面を参照して本発明の実施形態の以下の詳述を通してより良く理解さ
れよう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】提案された解決の第１の実施形態による、歯ブラシホルダー筐体の上面図　　
を示す概略図である。
【図１Ｂ】提案された解決の第１の実施形態による、歯ブラシホルダー筐体の正面図　　
を示す概略図である。
【図１Ｃ】提案された解決の第１の実施形態による、歯ブラシホルダー筐体の右側面　　
図を示す概略図である。
【図１Ｄ】提案された解決の第１の実施形態による、歯ブラシホルダー筐体の斜視図　　
を示す概略図である。
【図２Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第１の実装形　　
態による、背板の上面図を示す概略図である。
【図２Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第１の実装形　　
態による、背板の正面図を示す概略図である。
【図２Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第１の実装形　　
態による、背板の右側面図を示す概略図である。
【図２Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第１の実装形　　
態による、背板の背面図を示す概略図である。
【図２Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第１の実装形　　
態による、背板の斜視図を示す概略図である。
【図３Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第２の実装形　　
態による、別の背板の正面図を示す概略図である。
【図３Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第２の実装形　　
態による、背板の底面図を示す概略図である。
【図３Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第２の実装形　　
態による、背板の底面斜視図を示す概略図である。
【図３Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第２の実装形　　
態による、背板の上面斜視図を示す概略図である。
【図４Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第２の実装形態に　　
よる、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの正面図を示す概略図である。
【図４Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第２の実装形態に　　
よる、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの底面図を示す概略図である。
【図４Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第２の実装形態に　　
よる、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの右側面図を示す概略図である。
【図４Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第２の実装形態に　　
よる、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの底面斜視図を示す概略図である。
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【図４Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第２の実装形態に　　
よる、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの上面斜視図を示す概略図である。
【図５Ａ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の上面図を示　　
す概略図である。
【図５Ｂ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の正面図を示　　
す概略図である。
【図５Ｃ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の底面図を示　　
す概略図である。
【図５Ｄ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の右側面図を　　
示す概略図である。
【図５Ｅ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の背面図を示　　
す概略図である。
【図５Ｆ】提案された解決の第１の実装形態による、歯ブラシ把持要素の底面斜視図　　
を示す概略図である。
【図５Ｇ】提案された解決の第１の実装形態による、クリップ歯ブラシ把持要素の上　　
面斜視図を示す概略図である。
【図６Ａ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の上面図を示　　
す概略図である。
【図６Ｂ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の正面図を示　　
す概略図である。
【図６Ｃ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の底面図を示　　
す概略図である。
【図６Ｄ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の右側面図を　　
示す概略図である。
【図６Ｅ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の上面斜視図　　
を示す概略図である。
【図６Ｆ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の底面斜視図　　
を示す概略図である。
【図６Ｇ】提案された解決の第２の実装形態による、歯ブラシ把持要素の別の底面斜　　
視図を示す概略図である。
【図７Ａ】提案された解決の第３の実装形態による、クリップ歯ブラシ把持要素の正　　
面図を示す概略図である。
【図７Ｂ】提案された解決の第３の実装形態による、クリップ歯ブラシ把持要素の右　　
側面図を示す概略図である。
【図７Ｃ】提案された解決の第３の実装形態による、クリップ歯ブラシ把持要素の底　　
面斜視図を示す概略図である。
【図７Ｄ】提案された解決の第３の実装形態による、クリップ歯ブラシ把持要素の上　　
面斜視図を示す概略図である。
【図８Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バーの上面図を示す概略図である。
【図８Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バーの正面図を示す概略図である。
【図８Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バーの右側面図を示す概略図である。
【図８Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バーの背面図を示す概略図である。
【図９Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バー窓の上面図を示す概略図である。
【図９Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バー窓の正面図を示す概略図である。
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【図９Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バー窓の左側面図を示す概略図である。
【図９Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バー窓の背面図を示す概略図である。
【図９Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態による、正面カ　　
バー窓の斜視図を示す概略図である。
【図１０Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、別の背板の正面図を示す概略図である。
【図１０Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の背面図を示す概略図である。
【図１０Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の上面図を示す概略図である。
【図１０Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の底面図を示す概略図である。
【図１０Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の右側面図を示す概略図である。
【図１０Ｆ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の上面斜視図を示す概略図である。
【図１０Ｇ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、背板の底面斜視図を示す概略図である。
【図１１Ａ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の正面図を示す概略図である。
【図１１Ｂ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の背面図を示す概略図である。
【図１１Ｃ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の上面図を示す概略図である。
【図１１Ｄ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の底面図を示す概略図である。
【図１１Ｅ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の右側面図を示す概略図である。
【図１１Ｆ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、歯ブラシ把　　
持要素の底面斜視図を示す概略図である。
【図１１Ｇ】提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態による、クリップ歯　　
ブラシ把持要素の上面斜視図を示す概略す図である。
【図１２Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第４の実装形態　　
による、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの正面図を示す概略図である。
【図１２Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第４の実装形態　　
による、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの底面図を示す概略図である。
【図１２Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第４の実装形態　　
による、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの右側面図を示す概略図である。
【図１２Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第４の実装形態　　
による、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの上面斜視図を示す概略図である。
【図１２Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第１の実施形態の第４の実装形態　　
による、背板と歯ブラシ把持要素の組合せの底面斜視図を示す概略図である。
【図１３Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの正面図を示す概略図である。
【図１３Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの背面図を示す概略図である。
【図１３Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの上面図を示す概略図である。
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【図１３Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの右側面図を示す概略図である。
【図１３Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの底面斜視図を示す概略図である。
【図１３Ｆ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバーの上面斜視図を示す概略図である。
【図１４Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の正面図を示す概略図である。
【図１４Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の背面図を示す概略図である。
【図１４Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の上面図を示す概略図である。
【図１４Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の右側面図を示す概略図である。
【図１４Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の底面斜視図を示す概略図である。
【図１４Ｆ】提案された解決の歯ブラシホルダー筐体の第１の実施形態の第４の実装　　
形態による、正面カバー窓の上面斜視図を示す概略図である。
【図１５Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第２の実施形態による、別の歯ブ　　
ラシホルダー筐体の正面図を示す概略図である。
【図１５Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第２の実施形態による、歯ブラシ　　
ホルダー筐体の右側面図を示す概略図である。
【図１６Ａ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の上面図を示す概略図である。
【図１６Ｂ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の正面図を示す概略図である。
【図１６Ｃ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の底面図を示す概略図である。
【図１６Ｄ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の右側面図を示す概略図である。
【図１６Ｅ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の底面斜視図を示す概略図である。
【図１６Ｆ】提案された解決の歯ブラシホルダーの第３の実施形態による、クリップ　　
歯ブラシ把持要素の別の底面斜視図を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　同様の特徴は図面全体を通して同様の標識を有する。これに限定されないが、本明細書
における「上部」および「底部」などの位置修飾語句への言及は、本明細書に表された際
の図の配向を基準になされたに過ぎず、あらゆる絶対的空間配向を示すものではない。
【００２６】
　歯ブラシホルダー
　図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃおよび図１Ｄは、提案された解決の第１の実施形態による歯ブ
ラシホルダー１００を示す。
【００２７】
　提案された解決の第１の実施形態によれば、歯ブラシホルダー１００は概して歯ブラシ
ホルダー筐体１１０、またはハウジング、および歯ブラシクランプ部材２００を含む。ハ
ウジング１１０は歯ブラシホルダーに挿入された歯ブラシを保護するように構成され、好
ましくは、ハウジング１１０は防滴筐体である。歯ブラシを通過させるために筐体１１０
の底部に開口１０２が提供される。
【００２８】
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　第１の実装形態によれば、歯ブラシホルダー筐体１１０は正面カバー１１２および背板
１１４を含む。図１Ｂは筐体１１０の正面カバー１１２を示す一方で、図１Ａ、図１Ｃお
よび図１Ｄは正面カバー１１２および背板１１４の両方を示し、正面カバー１１２は背板
１１４に嵌合されている。例えば図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃおよび図３Ｄを参照すると、正
面カバー１１２と背板１１４を一緒にスナップ嵌めするように構成することができる。し
かし正面カバー１１２と背板１１４を一緒に接着することもできる。好ましくは、例えば
食洗機または正面カバー１１２が製造された材料に適合する衛生のあらゆる他の手段で洗
浄するために、正面カバー１１２は取外し可能である。本発明を限定するものではないが
、図１Ａおよび図１Ｄに示されたように、正面カバー１１２は、さらに例えば液滴を防ぐ
ために背板１１４の露出をできる限り少なく構成される。正面カバー１１２の底部は筐体
開口１０２を画定する部分を形成する。本発明を限定するものではないが、図１Ｃは垂直
に対してある角度１１６で嵌合する正面カバー１１２および背板１１４を示し、この第１
の実施形態では背板１１４は概ね楔形状を有する。さらにこの第１の実施形態の正面カバ
ー１１２の他の詳細の説明を、図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ、図８Ｄ、図９Ａ、図９Ｂ、図９
Ｃ、図９Ｄおよび図９Ｅを参照して以下に示す。正確には、本発明は対称な歯ブラシホル
ダー筐体１１０に限定されず、対称な歯ブラシホルダー筐体１１０の実装形態は、本明細
書の説明を簡単にするために示されたに過ぎない。
【００２９】
　背板１１４に戻ると、図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ、図２Ｄおよび図２Ｅは、提案された解
決の第１の実施形態の第１の実装形態による背板１１４を示す。背板１１４は平坦な中間
部１１８を含む概ね平坦な形状を有する。背板１１４は実質的に垂直な壁に、好ましくは
例えばタイル上に接着剤で半永久的に、またはネジなどの締結具（図示せず）で木材上に
永久的に（図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｆおよび図１０Ｇ参照）取り付けられるように構
成される。使い捨て可能な歯ブラシホルダー１００は吸盤締結具を利用することができる
。本発明を限定するものではないが、図２Ｄは、接着剤または両面テープを付けることが
できる平坦な中間部１１８における楕円形の中央領域を示す。
【００３０】
　第１の実施形態のこの実装形態の背板１１４は、正面カバー１１２とのスナップ嵌めを
提供する際に部分的に利用される周縁部１２１を有し、正面カバー１１２は、背板１１４
の露出を図１Ａ、図１Ｃおよび図１Ｄに示されたよりさらに低減する（図示せず）背面カ
バー１１４の長円形の周辺縁部の周囲に延在するように構成されたスナップタブを有する
。提案された解決の使い捨て可能な実装形態に対して、正面カバー１１２を背板１１４の
長円形の周辺リム１２１の周囲で背板１１４に接着することができる。背板１１４の周辺
縁部１２１の底部は筐体開口１０２を画定する部分を形成する。本発明は不連続の周辺縁
部１２１に限定されず、図３Ａ、図３Ｃおよび図３Ｄは全体的に卵形の周辺縁部１２１を
示す。
【００３１】
　背板１１４は、さらに歯ブラシホルダー１００の歯ブラシ把持要素２００を係合するよ
うに構成される。提案された解決の第１の実施形態の第１の実装形態によれば、示された
ように歯ブラシホルダー筐体１１０に対して前方に、また背板１１４から離れて延在する
１対の実質的に水平な支持（底部）タブ２６０が、歯ブラシ把持要素２００をその上に置
くために提供される。本発明は１対の支持タブ２６０または水平な支持タブ２６０に限定
されない。厳密には説明を簡単にするために１対の対称な支持タブ２６０が示されている
に過ぎず、歯ブラシ把持要素２００を参照して以下に説明されるように単一のタブ２６０
も充分に可能である。好ましくは、背板１１４は図２Ｃに示されたように側部から見たと
きに楔形状（１６６）を有し、これは背板１１４の周辺縁部１２１を背板１１４の中間部
１１８に対してある角度１１６で、また背板１１４を取り付ける壁に対してある角度１１
６で延在することにより配向させる。したがって支持タブ２６０は壁に対して実質的に垂
直であるか、または背板１１４の周辺嵌合縁部１２１の平面に実質的に垂直であることが
可能である。厳密には背板１１４の周辺嵌合縁部１２１は平面内にある必要はなく、支持
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タブ２６０を壁に向かって傾斜させることができる。
【００３２】
　提案された解決の第１の実施形態の第２の実装形態により、図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃお
よび図３Ｄは、歯ブラシ把持要素を係合するためのスナップ嵌めおよび異なる構成で正面
カバー１１２を係合するためのスナップタブ２７０を含む背板１１４を示す。
【００３３】
　第１の実施形態の第２の実装形態によれば、正面カバー１１２と背板１１４との間のス
ナップ嵌めは、背板１１４の周辺縁部１２１の概ね周囲に必ずしも連続しない、背板１１
４から前方に延びる短壁２７２によって提供される。この第２の実装形態における壁２７
２によりスナップ嵌め結合を向上させることができ、この壁は弾性材料、例えば適切な高
分子から製造することができる。壁２７２は、壁２７２の非屈曲部２７２と短壁２７２内
に提供された屈曲スナップタブ２７０との間に切欠き２７４（例えば図１０Ｅ、図１０Ｆ
および図１０Ｇに示されている）を備えて不連続であることが可能である。スナップタブ
２７０は正面カバー１１２を係合するためのフック要素を含むことができる。
【００３４】
　歯ブラシが把持要素２００によって保持されている間、歯ブラシは筐体開口１０２に挿
入されており、筐体開口１０２と把持要素２００との間の位置合わせの一部の形は、すべ
ての実施形態に必ずしも必要とされないが有益であることが可能であることに留意された
い。第１の実施形態の第２の実装形態によれば、歯ブラシ把持要素２００に対して支持お
よび位置合わせ（２６０）が提供される。１対の支持タブ２６０が提供されるが、支持タ
ブ２６０は図１０Ａ及び１２Ａにおいて互いに向かって傾斜して示されていることに留意
されたい。本発明を限定するものではないが、支持タブ２６０間の角度は把持要素２００
を把持構成に戻す方法を提供し、歯ブラシの把持を高め、把持要素２００またはそのあら
ゆる組合せを位置合わせすることができる。
【００３５】
　別の対の上部支持タブ２８０は、実質的に背板１１４の先端に示されており、さらに把
持要素２００に対する支持および位置合わせを提供するように構成される。本発明を限定
するものではないが、互いから離れて傾斜する上部タブ２８０によって、かつ／または切
込み２８２の中に延在する適切に構成された把持要素２００、例えば切込み２８２の中に
延在する把持要素２００上の突起２８４のための上部タブの間の切込み２８２によって位
置合わせを提供することができる。
【００３６】
　必須ではないが、左右のスナップタブ２７０は短壁２７２を越えて延在し、底部支持タ
ブ２６０の周囲に位置付けられて示されており、例えば底部支持タブ２６０の強度を高め
、かつ／またはさらに歯ブラシ把持要素２００に対して側部の位置合わせを提供する。
【００３７】
　正面筐体がなく背板１１４と歯ブラシ把持部２００の組合せを使用できる、別の任意的
なクラウンタブ２９０が示されている。歯ブラシが歯ブラシホルダー１００に挿入されて
いる間、クラウンタブ２９０は、単独でもまたは正面カバー１１２との組合せでも反力を
提供する。またクラウンタブ２９０は、スナップタブ２７０を構成する際にも利用される
材料偏差に対抗することもできる。クラウンタブ２９０が存在しないときは、歯ブラシが
歯ブラシホルダー１００に挿入されている間、正面カバー１１２または短壁２７２が反力
を提供する。厳密には、クラウンタブ２９０はクラウン形状である必要はない。
【００３８】
　提案された解決の第１の実施形態の第２の実装形態により、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、
図４Ｄおよび図４Ｅは背板１１４と歯ブラシ把持要素２００との組合せを示す。把持要素
２００は、底部支持タブ２６０、上部支持タブ２８０および任意的にクラウンタブ２９０
を介して背板１１４と協働する。１対の把持要素タブ２１０は背板１１４の底部支持タブ
２６０上に着座する。示された把持要素２００は、本発明をこれに限定するものではない
が、上部支持タブ２８０間の切込み２８２と協働するガイド２８４を含む。示されたよう
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に、背板１１４と歯ブラシ把持要素２００の組合せにより、正面カバー１１２なしに歯ブ
ラシを保持できるように協働することができる。
【００３９】
　好ましくは、歯ブラシ把持要素２００はその型締めにより歯ブラシを機械的に係合する
ように構成される。その組合せを使用する１つの方法によれば、上部支持タブ２８０およ
びクラウンタブ２９０は、把持要素２００を例えばスナップフックまたは別の分離可能な
係合具を介して強固に係合し、歯ブラシはクラウンタブ２９０（および／または存在する
場合は壁２７２）に対して把持要素２００に挿入され、支持タブ２８０／２６０に対して
把持要素２００から引き抜かれる。組合せを使用する別の方法によれば、上部支持タブ２
８０は把持要素２００を掛けるフックとして作動し、把持要素２００は、歯ブラシを挿入
している間およびそこから歯ブラシを引き抜いている間は背板１１４から取り外され、そ
の後戻される。本明細書に記載された「カバー本体」への言及は、歯ブラシホルダー筐体
１１０を全体として含むことが意図される。
【００４０】
　厳密には、歯ブラシ把持要素２００は歯ブラシ、少なくとも歯ブラシ頭部を係合し、衛
生のために筐体から取り外し可能であることが好ましい。厳密には、本発明は取り外し可
能な歯ブラシ把持要素２００の利用に限定されず、使い捨て可能な歯ブラシホルダー１０
０においては、歯ブラシ把持要素２００は取り外し可能でなくてもよい。使い捨て可能な
歯ブラシホルダー１００は、ホテル業界または病院環境において使用されてもよい。図４
Ｃは、把持要素２００と組み合わせた背板１１４の傾斜部（１１６）を最もよく示す。背
板１１４の傾斜部（１１６）は、正面カバー１１２を利用しないときに把持要素２００を
壁に向かわせ、かつ／または歯ブラシの柄が歯ブラシ把持部２００を（および歯ブラシホ
ルダー１００を全体として）壁から離さないように、挿入されたときに壁に向かって湾曲
した柄を有する歯ブラシが占める働きをすることができる。
【００４１】
　正面カバー１１２とともに使用して、背板１１４と把持要素２００の組合せは、歯ブラ
シの移動経路を筐体開口１０２と実質的に位置合わせするように構成される。図４Ｂは背
板１１４の底部周辺縁部１２１と位置合わせされた把持要素２００の端部２０４を最もよ
く示している。
【００４２】
　クリップ
　図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｆおよび図５Ｇは、提案された解決の第１の実
施形態による歯ブラシ把持要素２００の第１の実装形態を示す。歯ブラシ把持要素２００
は、クリップ（２００）および例えば上に記載されたような任意的な位置合わせ要素２１
０／２８４を含む。厳密には、突起２８４は一部の実装形態に存在するに過ぎない。上に
記載されたように、突起２８４の存在は上部支持タブ２８０が任意的である際に使用する
ことを示唆するものではない。説明を記憶に留めるために、「クリップ」への言及は歯ブ
ラシ把持要素２００を含む。
【００４３】
　クリップ２００は、互いに向かって付勢された２つの対向する把持部材２０２を含み、
少なくとも歯ブラシ頭部を係合するために協働する。クリップ２００は、歯ブラシホルダ
ー１００内に歯ブラシを保持するために歯ブラシ頭部および歯ブラシ頸部の少なくとも１
つを把持するように構成される。把持部材２０２は互いに対して付勢されたものとするこ
とができ、弾性材料、例えば高分子に限定されない弾力材料から製造される。また金属ク
リップ２００も必要な弾性把持を提供することができる。製造の観点から、高分子をクリ
ップ２００の形に射出成形できる。本発明は１つの製造技法に限定されない。
【００４４】
　一部の実施形態では、歯ブラシは重力の垂直抗力に抵抗して歯ブラシホルダー内に保持
される。
【００４５】
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　把持部材２０２は、歯ブラシ頭部の挿入、またその逆に引き抜きによって分離される。
【００４６】
　好ましくは、歯ブラシ全体と歯ブラシホルダー１００全体との間の係合領域は最小にさ
れる。好ましくは、係合部は把持部材２０２の端部２０４のために低減される。
【００４７】
　第１のクリップ実装形態に関して、ローラ２０６を利用する把持部材の端部２０４が主
に図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、図４Ｄ、図４Ｅ、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ
、図５Ｆおよび図５Ｇに示されている。各ローラ２０６は、対応する枢動軸の周囲を移動
するように構成され、クリップ２００と歯ブラシとの間に機械的な回転係合を提供する。
歯ブラシ頭部は、歯ブラシを把持部にスナップ止めするまでローラ２０６の上を摺動する
ことができる。一部の実装形態では、ローラ２０６が歯ブラシ頸部を係合するときに歯ブ
ラシを把持部にスナップ止めする。
【００４８】
　厳密には、本発明は両方の把持部材２０２が弾性であるものに限定されない。単一の弾
性把持部材２０２が堅固な把持部材（２０２）に当たると、機能するであろう。
【００４９】
　好ましくは、ローラ２０６は歯ブラシ頭部および／または頸部のためにチャネル状ガイ
ド２０８を形成する。例えばローラ２０６はチャネル状ガイド２０８を画定する周辺切欠
き２１２を含むことができる。
【００５０】
　周辺切欠き２１２は（単独であっても組合せであっても）歯ブラシホルダー１００の底
部における凹型の窪みを歯ブラシ頭部に提示し、把持部材２０２の間のチャネル状ガイド
２０８の中に導く。
【００５１】
　好ましくは、クリップ２００は該端部２０４から歯ブラシの毛の所望の配向にクリップ
端部２０４から概ね離れて延在する、１対のクリップタブ２１０を含む。図４Ａ、図４Ｂ
、図４Ｃ、図４Ｄ、図４Ｅ、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆ、図５Ｇ
（および図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、図６Ｄ、図６Ｅ、図６Ｆ、図６Ｇ）は、歯ブラシの毛
が壁に向いた状態で歯ブラシを挿入するために、歯ブラシホルダー１００の背面に向かっ
て延在するクリップタブ２１０を示す。クリップタブ２１０はクリップタブの間に切込み
２１４を形成する。切込み２１４によりクリップタブ２１０の間を歯ブラシの毛が通過す
ることができる。
【００５２】
　提案された解決によれば、クリップタブ２１０は、歯ブラシ頭部をクリップ２００に挿
入しないように構成される一方で、歯ブラシ頭部をクリップローラ２０６の間に挿入する
ことができ、歯ブラシを特定の配向に向ける。図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、図４Ｄ、図４Ｅ
、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆ、図５Ｇ（および図６Ａ、図６Ｂ、
図６Ｃ、図６Ｄ、図６Ｅ、図６Ｆ、図６Ｇ）は、クリップ２００の中への歯ブラシ頭部の
移動方向に概ね垂直なクリップタブ２１０を示すが、本発明は歯ブラシの移動の阻止に限
定されない。別法として、挿入される歯ブラシ頭部に凸状の全面を提示して歯ブラシ頭部
を偏向させるようにクリップタブ２１０を構成することができる。その上、偏向を提供す
るために歯ブラシ頭部の移動方向に対して、傾斜した、または歪んだ（図１１Ａ、図１１
Ｂ、図１１Ｅおよび図１１Ｆ）同一平面にクリップタブ２１０が存在することができる。
【００５３】
　厳密には、本発明は２つのローラ２０６の使用に限定されない。歯ブラシ頸部を係合す
る必要がない３つ以上のローラ２０６を利用することができる（図示せず）。その他の把
持部材に当たる単一のローラ２０６も機能するはずである。ローラ２０６を利用すること
により、頭部の側部がゴム引きされた歯ブラシを使用することができる。
【００５４】
　図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、図６Ｄ、図６Ｅ、図６Ｆおよび図６Ｇは、提案された解決の
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第１の実施形態による歯ブラシ把持要素２００の第２の実装形態を示す。構造および要素
の説明を簡潔にするために、第１の歯ブラシ把持要素２００の実装形態と同様のものは繰
り返さない。第２のクリップの実装形態２００は本来ローラ２０６を利用せず、代わりに
把持部材端部２０４はそれらの間にチャネル状ガイド２０８を画定する対向する切欠き２
１２を含む。切欠き２１２は、機械的係合の摺動を介して少なくとも歯ブラシ頭部を係合
するように構成される。さらに切欠き２１２は互いから広げられて、チャネル状ガイド２
０８の中に導く凹型の窪みを歯ブラシ頭部の挿入に提示する。ローラ２０６、切欠き２１
２の数の変形形態、および把持部材２０２の材料弾性のように、類似の変形形態を利用で
きる。
【００５５】
　歯ブラシの毛を背板２１４から離間するために切欠き２１２と組み合わせて歯ブラシの
毛を超えて延在するタブ２１０の先端が、図５Ｆ、図５Ｃ、図５Ｄ、図６Ｃ、図６Ｄおよ
び図６Ｇに最もよく示されている。
【００５６】
　本発明は、タブ２１０の先端を介して背板１１４から歯ブラシの毛を離間することに限
定されない。図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、図４Ｄ、図４Ｅ、図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５
Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆ、図５Ｇ、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃ、図６Ｄ、図６Ｅ、図６Ｆおよび
図６Ｇは、背板１１４から歯ブラシの毛を離間するために背板１１４に向かって歯ブラシ
の毛の方向に偏向され延在するクリップ２００本体を示す。
【００５７】
　厳密には、本発明は、クリップタブ２１０の使用を、歯ブラシを歯ブラシホルダー１０
０に配向することに限定されない。図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃおよび図７Ｄは、提案された
解決の第１の実施形態による歯ブラシ把持要素２００の第３の実装形態を示す。構造およ
び要素の説明を簡潔にするために、第１の歯ブラシ把持要素２００の実装形態と同様のも
のは繰り返さない。
【００５８】
　歯ブラシの配向は１対の肩部２１６を介して提供される。把持部材２０２は端部２０４
で広がるように形状され、歯ブラシを挿入するために凹型の窪みを提示する一方で、肩部
２１６は歯ブラシの毛のみがその間を通過できる制限通路を提供するように構成される。
肩部２１６も半径は狭いが広げることができるか、または歯ブラシ頭部を挿入するために
縁部を提示することさえもできる一方で、歯ブラシの毛がその間を通過する切込み（２１
４）を画定し、クリップ２００に対して歯ブラシの配向を促す。肩部２１６はチャネル状
ガイド２０８を画定する把持部材２０２に実質的に平行に延在する縁部を含むことができ
、かつ／または切込みを画定する把持部材に実質的に垂直に延在する別の縁部を含むこと
ができる。歯ブラシの毛を背板１１４から離間するために、肩部２１６は歯ブラシの毛の
長さより大きい背板１１４に向かって延在する。
【００５９】
　特にこの実装形態では、突起の位置合わせ要素２８４は、背板１１４内に対応する開口
（図示せず）を係合するように構成された２つの隆起２８４に置換される。また背板１１
４は底部支持タブ２６０を必要としないであろう。
【００６０】
　正面カバー
　正面カバー１１２の説明に戻ると、正面カバーは必ずしも単片ではない。図８Ａ、図８
Ｂ、図８Ｃおよび図８Ｄは、接着剤を介して背板１１４を係合するように構成された、必
ずしもそうではないが概ね不透明である第１の正面カバー要素１２０を示す。好ましくは
、正面カバー１１２は図１３Ｂ、図１３Ｄ、図１３Ｅ、および図１３Ｆに示されるように
、本明細書で上述されたようなスナップ嵌め係合２７０を介して背板１１４を係合する。
【００６１】
　好ましくは、正面カバー１１２は図８Ｂ、図８Ｃおよび図８Ｄに最もよく示された広が
った側部１０３を含み、歯ブラシ頭部を歯ブラシホルダー１００に挿入するための誘導を
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さらに提供する。
【００６２】
　正面カバー１１２には歯ブラシホルダー筐体１００の中を見る窓１３０を提供すること
ができる。図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ、図９Ｄおよび図９Ｅは第２の正面カバー要素１３０
、すなわち窓を示す。例えば正面カバー窓１３０は涙滴型であることが可能であり、第１
の正面カバー要素１２０の中にスナップ嵌めを適合された形状および構成の特徴を有する
ことができる。
【００６３】
　好ましい実施形態
　提案された解決の第１の実施形態の第４の実装形態により、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１
０Ｃ、図１０Ｄ、図１０Ｅ、図１０Ｆおよび図１０Ｇは再利用可能な衛生的な背板１１４
を示す。図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃおよび図３Ｄに示された背板１１４と共通する特徴は繰
り返さない。
【００６４】
　背板１１４は遮断された周辺壁２７２を備えた全体が卵形状を有する。例えば高分子な
どの材料選択および／または自在に延びる材料厚さにより、正面カバー１１２を係合する
際に、スナップタブ２７０に遮断された周辺壁２７２より多く屈曲を提供するように構成
することができる。正面カバー１１２を係合する際に遮断された周辺壁２７２に向上した
剛性を提供するように構成することができるのに対して、スナップタブ２７０は背板１１
４に向かって正面カバー１１２を引いて閉じる作用をする。
【００６５】
　図１０Ｂに示されたように、両面テープまたは接着剤を取り付けるための長円領域１１
８が、背板１１４の背面に提供され、さらに洗面所の壁との係合を確実にするために締結
具または吸盤（図示せず）を受け取り係合するために、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｆお
よび図１０Ｇに最もよく示されているように強化された開口が提供される。
【００６６】
　第４の実装形態によれば、支持タブ２７０は強化される。底部支持タブ２６０は、図１
０Ａ、図１０Ｆおよび図１０Ｇに最もよく見られるように周壁２７２と一体化される。図
１０Ａ、図１０Ｄおよび図１０Ｇに最もよく示されているように、上部支持タブ２８０は
突起を介して強化される。
【００６７】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、図１１Ｃ、図１１Ｄ、図１１Ｅ、図１１Ｆおよび図１１Ｇは再利
用可能な衛生的な歯ブラシ把持要素２００またはクランプ２００を示す。図５Ａ、図５Ｂ
、図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆおよび図５Ｇに示されたクランプ２００と共通する特
徴は繰り返さない。
【００６８】
　クランプ２００は、図１１Ｂ、図１１Ｅおよび図１１Ｆに最もよく示されている対応す
る突起によって強化された１対の歯ブラシ把持要素タブ２１０を利用する。クランプタブ
２１０は図１１Ａ、図１１Ｂ、図１１Ｅおよび図１１Ｆに示されたように同一面にないこ
とに留意されたい。
【００６９】
　図１２Ａ、図１２Ｂ、図１２Ｃ、図１２Ｄおよび図１２Ｅは、組み合わされた再利用可
能な衛生的な歯ブラシ把持要素２００と背板１１４の組合せを示す。図４Ａ、図４Ｂ、図
４Ｃ、図４Ｄおよび図４Ｅに示された組合せと共通する特徴は繰り返さない。
【００７０】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１３Ｃ、図１３Ｄ、図１３Ｅおよび図１３Ｆは、再利用可能な
衛生的な正面カバー１１２／１２０を示す。図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃおよび図８Ｄに示さ
れた正面カバー１２０と共通する特徴は繰り返さない。
【００７１】
　正面カバー１２０は広がった横壁（図１３Ａ、図１３Ｂおよび図１３Ｅ）がない一方で
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、窓を形成する２つの側部の間に強化する橋１４０が提供される。また図１３Ａ、図１３
Ｂ、図１３Ｃおよび図１３Ｆに最もよく示されている架橋１４０は、本明細書の以下に説
明されるように、窓１３０を固定する際に関与するように構成されることが可能である。
多数の強化する突起は図１３Ｂおよび図１３Ｅに見られ、ハウジング１１０の底部開口の
周囲の剛性を向上させる。背板１１４のスナップ嵌めタブ２７０を機械的に係合するため
のスナップ嵌め開口は、図１３Ｂ、図１３Ｄ、図１３Ｅおよび図１３Ｆに最もよく示され
ている。スナップ嵌めタブ２７０は、図１３Ｂ、図１３Ｅおよび図１３Ｆに最もよく示さ
れたチャネル１７２によって誘導される。
【００７２】
　図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｃ、図１４Ｄ、図１４Ｅおよび図１４Ｆは再利用可能な衛
生的な正面カバー窓１３０を示す。図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ、図９Ｄおよび図９Ｅに示さ
れた正面カバー窓１３０と共通する特徴は繰り返さない。
【００７３】
　特に正面カバー窓１３０は、橋１４０を係合するための底部フック１３２および正面カ
バー１２０の上部に係合するための上部スナップ嵌めの隆起１３４を利用する。フック１
３２および隆起１３４のどちらも、正面カバー１２０とスナップ嵌め係合する際に正面カ
バー窓１３０を解除可能に保持するように作用する。
【００７４】
　一体型の歯ブラシホルダー
　提案された解決の第２の実施形態による、一体型の歯ブラシホルダー筐体１１０は図１
５Ａおよび１５Ｂに示されている。歯ブラシホルダー１００は壁に取り付けられるように
構成された概ね平坦な背板１１４を含む。
【００７５】
　正面カバー１２０は、概ねＵ字形の断面を有する背板１１４と一体化する、背板１１４
に装着可能である、背板１１４にしっかりと接着することなどが可能である。クリップの
対向する弾性の把持部材２０２は歯ブラシホルダー筐体１１０の側壁を形成する。
【００７６】
　好ましくは、把持部材２０２は歯ブラシを歯ブラシハウジング筐体１１０の中に誘導す
るために広がった端部（１０３）２０４を有する。
【００７７】
　好ましくは、吸盤締結具または適切な取り外し可能な締結具が提供され、歯ブラシホル
ダー筐体１１０は移動するように適合される。
【００７８】
　二重ローラ
　提案された解決の第３の実施形態による、別の歯ブラシホルダークリップ２００が図１
６Ａ、図１６Ｂ、図１６Ｃ、図１６Ｄ、図１６Ｅおよび図１６Ｆに示されている。歯ブラ
シホルダークリップ２００は、歯ブラシを歯ブラシホルダークリップに、したがって歯ブ
ラシホルダー筐体１１０内の延長により２配向、すなわち、歯ブラシの毛が前方に面する
か、または歯ブラシの毛が背を向けるかのいずれかの配向で挿入できるように構成される
二重ローラ２０６を含む。図５Ｃ、図５Ｄ、図５Ｅ、図５Ｆおよび図５Ｇに示されたよう
なクリップタブ（２１０）は利用されない一方で、第２の対のローラ２０６は歯ブラシホ
ルダークリップ２００の外側の構造、表面、対象などと接触しようとする歯ブラシの毛を
、したがって歯ブラシ頭部をいずれかの配向に離間させる。歯ブラシホルダークリップ２
００の対向する弾性の把持部材２０２は、対応する歯ブラシホルダー筐体１１０の側壁を
形成することができる。一部の実装形態では、歯ブラシ筐体１１０は、歯ブラシホルダー
クリップ２００内の歯ブラシの位置付けの遊びを低減するために、特定の形状を有する歯
ブラシとより良好に協働するように構成される。示された歯ブラシホルダークリップ２０
０は「Ａ」字形を有するように示されており、これはその中における歯ブラシの位置付け
の遊びの低減を提供することができる。例えば上に記載されたような任意的な背板（１１
４）および任意的な正面カバー（１１２）の他の詳細は、簡潔にするために割愛する。
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【００７９】
　本発明はその好ましい実施形態を参照して示され説明されているが、添付の特許請求の
範囲に定義されたように、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、形および詳細
の様々な変更を行うことができることが当業者には認識されよう。
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